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(57)【要約】
【課題】表面平滑性を有し、吸放湿による寸法変動が小
さいパーティクルボードを提供する。
【解決手段】パーティクルと接着剤との混合物が熱圧成
形されて形成されているパーティクルボード１において
、少なくとも表層２に植物系繊維４を含み、この表層２
の植物系繊維４の平均繊維長は表層２のパーティクルの
平均長さに対して０．３倍以上３．０倍以下である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植物系のパーティクルと接着剤との混合物が熱圧成形されて形成されているパーティク
ルボードにおいて、少なくとも表層に植物系繊維を含み、この表層の植物系繊維の平均繊
維長は表層のパーティクルの平均長さに対して０．３倍以上３．０倍以下であることを特
徴とするパーティクルボード。
【請求項２】
　前記表層の植物系繊維の含有率が、表層のパーティクルに対して１０重量％以上３０重
量％以下であることを特徴とする請求項１に記載のパーティクルボード。
【請求項３】
　前記植物系繊維は、一対の切断刃に挟んで切断されたものであることを特徴とする請求
項１又は２に記載のパーティクルボード。
【請求項４】
　前記接着剤は、イソシアネート樹脂接着剤又はフェノール樹脂接着剤であることを特徴
とする請求項１から３のいずれか一項に記載のパーティクルボード。
【請求項５】
　前記接着剤は、さらにメラミン樹脂接着剤が併用されていることを特徴とする請求項４
に記載のパーティクルボード。
【請求項６】
　前記植物系繊維は、非木材繊維であることを特徴とする請求項１から５のいずれか一項
に記載のパーティクルボード。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パーティクルボードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　木材を含む植物系材料を粉砕したパーティクル（小片）に合成樹脂等の接着剤を塗布す
ることにより、パーティクルと接着剤との混合物を形成し、この混合物を熱圧成形してパ
ーティクルボードを製造することが知られている。このようなパーティクルボードは合板
の代替材料として注目されており、ドアパネル、引戸、間仕切り等の内装建材として使用
され、近年では床材としても使用されている（例えば、特許文献１参照）。しかしながら
、合板と比べると、吸放湿による寸法の伸び縮みが大きいため、接着施工等において施工
が制限されたり、湿気を遮断する材料を要したりする場合がある。このため、吸放湿に対
する寸法安定性の向上が望まれている。
【０００３】
　一方、長繊維に接着剤が均一に散布された樹脂複合長繊維マットを熱圧成形して製造さ
れる繊維ボードも内装建材として使用されている（例えば、特許文献２参照）。繊維ボー
ドは、パーティクルボードと比較して、一般的に吸放湿に対する寸法安定性が良好である
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１５０９１２号公報
【特許文献２】特開２００９－１７２９２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、繊維ボードは、パーティクルボードと比べて一般的に表面平滑性が劣る
。このため、内装建材等において合板の代替材料としてパーティクルボードが適用できて
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も、繊維ボードが適用できない場合がある。
【０００６】
　本発明は、以上のとおりの事情に鑑みてなされたものであり、表面平滑性を有し、吸放
湿による寸法変動が小さいパーティクルボードを提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明のパーティクルボードは、植物系のパーティクル
と接着剤との混合物が熱圧成形されて形成されているパーティクルボードにおいて、少な
くとも表層に植物系繊維を含み、この表層の植物系繊維の平均繊維長は表層のパーティク
ルの平均長さに対して０．３倍以上３．０倍以下であることを特徴とする。
【０００８】
　このパーティクルボードにおいては、前記表層の植物系繊維の含有率が、表層のパーテ
ィクルに対して１０重量％以上３０重量％以下であることが好ましい。
【０００９】
　このパーティクルボードにおいては、前記植物系繊維は、一対の切断刃に挟んで切断さ
れたものであることが好ましい。
【００１０】
　このパーティクルボードにおいては、前記接着剤は、イソシアネート樹脂接着剤又はフ
ェノール樹脂接着剤であることが好ましい。
【００１１】
　このパーティクルボードにおいては、前記接着剤は、さらにメラミン樹脂接着剤が併用
されていることが好ましい。
【００１２】
　このパーティクルボードにおいては、前記植物系繊維は、非木材繊維であることが好ま
しい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のパーティクルボードにおいては、表層に、所定の平均繊維長の植物系繊維が含
まれている。これにより、表面平滑性を有し、吸放湿による寸法変動が小さいパーティク
ルボードを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】パーティクルボードの一例を示す断面図である。
【図２】切断機による繊維束の切断の説明図である。
【図３】本発明のパーティクルボードの製造に用いられるメッシュの要部の模式図である
。（ａ）は円孔を有するメッシュであり、（ｂ）は角孔を有するメッシュである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００１６】
　本実施形態のパーティクルボードは、植物系のパーティクルと接着剤との混合物が熱圧
成形されて一定の面積と厚みに板状に形成されている。そして、少なくとも表層には、パ
ーティクルと共に植物系繊維が含まれている。このようなパーティクルボードは、ドアパ
ネル、引戸、間仕切り等の内装建材や床材として利用することができる。
【００１７】
　本実施形態において、表層とは、パーティクルボードの外側面（表面及び裏面）を有す
る層を指す。ここで、層は、熱圧成形前のパーティクルと接着剤とを含む混合物を、後述
する成形ベルト上に他の混合物とは区別して堆積し、熱圧成形によって一定の面積と厚み
に板状に形成されたものである。パーティクルボードが多層構造である場合、つまり、各
層が一定の面積と厚みに板状に形成され、各層が積層して構成されている場合、最も外側
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に積層される層が表層である。一例として、図１に、多層構造のパーティクルボードの断
面図を示す。図１のパーティクルボード１は３層構造であり、この構造において表層２は
、パーティクルボード１の表面側の層と裏面側の層である。中央の層は芯層３である。こ
の例では、表層２には植物系繊維４が含まれており、芯層３には植物系繊維４が含まれて
いない。パーティクルボードが単層構造である場合、つまり、単一の層で構成されている
場合は、その単一の層が表層である。
【００１８】
　本実施形態のパーティクルボードを構成するパーティクルとしては、従来公知のパーテ
ィクルボードに用いられるパーティクルを用いることができる。例えば、マツ、スギ、ヒ
ノキ等の針葉樹、ラワン、カポール、ポプラ等の広葉樹、ケナフの芯部等、木材を含めて
植物系材料を原料とする。そして、この植物系材料をハンマーミル、ドラムフレーカー、
リングフレーカー等の破砕機や切削機によって破砕や切削して小片化してチップとしたも
のを用いることができる。木粉状に粉砕したチップ（微小片）や木片状のチップ（粗大片
）も用いることができる。
【００１９】
　パーティクルの大きさについても、従来のものと同様である。例えば、長さ１～５０ｍ
ｍ、厚み０．１～５ｍｍ、幅０．５～１０ｍｍの範囲内のものを用いることができる。平
均長さ３～１５ｍｍの範囲内のパーティクルを用いることで、高強度かつ高剛性のパーテ
ィクルボードを得ることができる。表層を構成するパーティクルとしては、平均長さ３～
８ｍｍ、特に３～４ｍｍの範囲内であることが望ましい。パーティクルボードの製造過程
において接着剤散布後のパーティクル同士をすり合わせるように攪拌、混合する際、平均
長さ３～８ｍｍの範囲内のパーティクルを用いることで、植物系繊維をより均一に分散さ
せることができる。
【００２０】
　パーティクルの長さを揃えたい場合には、例えば、振動形スクリーン等の公知の分級機
によって分級することにより一定の範囲内の長さのパーティクルを得ることができる。
【００２１】
　本実施形態において用いられる植物系繊維は、その平均繊維長がパーティクルボードの
表層を構成するパーティクルの平均長さに対して０．３倍以上３．０倍以下とされている
。このような平均繊維長を有する植物系繊維は、表層を構成するパーティクルに対してよ
り均一に分散した状態になりやすい。このため、本実施形態のパーティクルボードは、パ
ーティクルボードが本来有する表面平滑性に加え、吸放湿による寸法の伸び縮み（寸法の
変動）が小さいものとすることができる。吸放湿による寸法の伸び縮みをより小さくする
という観点から、植物系繊維の平均繊維長は、パーティクルボードの表層を構成するパー
ティクルの平均長さに対して１．０倍以上２．６倍以下であることが好ましい。繊維長が
長いと、繊維の分散性が悪くなり吸放湿による寸法変動の抑制効果が低下するため、特に
１．０倍以上２．０倍以下であることが望ましい。植物系繊維の平均繊維長がパーティク
ルボードの表層を構成するパーティクルの平均長さに対して０．３倍未満の場合には、吸
放湿による寸法変動の抑制効果が十分でない。また、３．０倍を超える場合には、パーテ
ィクルボードの製造過程において接着剤散布後のパーティクル同士をすり合わせるように
混合する際、植物系繊維同士が絡み合い凝集した状態（ダマ状態）となって植物系繊維を
均一に分散させることができない。その結果、均一な品質のパーティクルボードを製造す
ることが困難となる。パーティクルボードを製造することができたとしても、表面平滑性
が劣り、吸放湿による寸法変動の抑制効果も不十分となる。
【００２２】
　このような所定の平均繊維長の植物系繊維は、従来公知の解繊方法を長繊維に対して長
時間実施することで得ることができる。この方法では、解繊機を用いるなどして長繊維の
植物系繊維からなる繊維束を引きちぎるようにして所定の長さとしている。この場合、繊
維束において強度の弱い部分が引きちぎられ、その引きちぎられた部分が植物系繊維の端
部となる。
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【００２３】
　繊維束を切断機によって所定の長さに切断することもできる。切断機としては、繊維束
を切断線に沿って直線的に切断する装置を用いることができる。図２は、切断機による繊
維束の切断の説明図である。図２の切断機５は、切断線に沿って直線的に移動する平刃状
の切断刃６（ギロチン刃）を備えている。切断刃６は上下に昇降可能である。切断刃６の
先端部は、先端ほど厚みが薄くなっており、刃先が断面視でＶ字状に形成されている。切
断機５は、繊維束７を支持する繊維束載置台８と切断刃９を備えてもいる。切断刃９は固
定刃として繊維束載置台８に固定されている。繊維束載置台８と切断刃９で繊維束７を支
え、繊維束７の上から切断刃６を下降させることで、一対の切断刃６，９に挟んで繊維束
７を切断することができる。
【００２４】
　長繊維の植物系繊維１４からなる繊維束７が一対の切断刃６，９で切断される際、繊維
先端がややお辞儀する形となる。このため、切断された各植物系繊維４の切断断面を微視
的に見ると、切断断面の上側の部位は切断刃６で切られ、下側の部位は引き剥がされた状
態となる。このようにして切断された植物系繊維４の端部は、上記した従来公知の解繊方
法にて得られた植物系繊維の端部とは異なり、ちぎれ難い部分（繊維束において強度の強
い部分）で形成され得る。ちぎれ難い部分は剛直に形成されている。また、植物系繊維４
の切断断面において引き剥がされた部位は、切断刃６で切られた部位と比較して接着剤が
繊維内部に浸透しやすい。このため、上記のように切断された植物系繊維４を用いること
で、植物系繊維４の剛直な部分をパーティクルに接着させやすくなる。結果として、植物
系繊維４の剛直な部分とパーティクルとの接着性が強化され、パーティクルボードの強度
や吸放湿による寸法変動の抑制効果をさらに高めることができる。
【００２５】
　植物系繊維は、パーティクルと比較すると、体積としては嵩密度が低い。このため、パ
ーティクルに対して植物系繊維の均一な分散を容易に実現するためには、パーティクルと
植物系繊維とを混合する際、パーティクルよりも植物系繊維の方が重量比で少なくなるよ
うに混合することが望ましい。この観点から、表層の部分の植物系繊維の含有率は、表層
を構成するパーティクルに対して３０重量％以下であることが好ましい。また、吸放湿に
よる寸法変動の抑制効果をより向上させる観点から、植物系繊維の含有率は、表層を構成
するパーティクルに対して１０重量％以上であることが好ましい。より好適には１５重量
％以上２５重量％以下である。
【００２６】
　植物系繊維の原料としては、木材繊維を用いることもできるが、加工の容易性、接着剤
の浸透性、吸放湿によるパーティクルボードの寸法変動の抑制効果等を考慮すると、非木
材繊維が望ましい。このような非木材繊維においては、靭皮繊維、茎繊維、葉繊維等を用
いることができる。靭皮繊維の具体例としては、ジュート、ケナフ、亜麻、大麻等を挙げ
ることができる。茎繊維の具体例としては、竹、稲わら、麦わら、サトウキビバガス、葦
等を挙げることができる。葉繊維の具体例としては、マニラ麻、サイザル麻等を挙げるこ
とができる。これらは２種以上を併用することができる。
【００２７】
　本実施形態において用いられる接着剤としては、従来公知のパーティクルボードに用い
られる接着剤を用いることができる。例えば、ＭＤＩ（ジフェニルメタンジイソシアネー
ト）、ＴＤＩ(トリレンジイソシアネート)、ＭＤＩプレポリマー、ＴＤＩプレポリマー等
のイソシアネート樹脂接着剤を用いることができる。また、ユリア樹脂接着剤、メラミン
樹脂接着剤、ユリア・メラミン共縮合樹脂接着剤や、フェノール樹脂接着剤等を用いるこ
ともできる。これらは２種以上を併用することができる。なかでもイソシアネート樹脂接
着剤やフェノール樹脂接着剤は、植物系繊維と相性が良く、繊維内部に浸透しやすい。し
たがって、イソシアネート樹脂接着剤やフェノール樹脂接着剤を用いることで、パーティ
クルと植物系繊維との接着性を高めて、パーティクルボードの強度や吸放湿による寸法変
動の抑制効果をより高めることができる。また、メラミン樹脂接着剤はパーティクルや植
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物系繊維の表面部分に拡がりやすく、パーティクルと植物系繊維とを効果的に接着させる
ことができる。このため、イソシアネート樹脂接着剤又はフェノール樹脂接着剤と、メラ
ミン樹脂接着剤と、を組み合わせて使用することが望ましい。
【００２８】
　このような接着剤は、例えば、パーティクルに対して５重量％以上３０重量％以下の範
囲内で用いることができる。かかる範囲内の割合で接着剤を用いることにより、パーティ
クル同士、パーティクルと植物系繊維、植物系繊維同士を効果的に接着させることができ
る。
【００２９】
　本実施形態のパーティクルボードは、パーティクルと植物系繊維と接着剤との混合物を
熱圧成形することで製造することができる。より具体的には、植物系材料の小片化及び長
繊維の植物系繊維の切断、小片及び植物系繊維の乾燥、接着剤の添加、メッシュ通過工程
、マット成形（フォーミング）、熱圧成形、仕上げ工程を経て行われる方法を一例として
挙げることができる。このようなパーティクルボードの製造方法においては、繊維ボード
の製造において用いられる長繊維を解繊しながらマット化するカード機や長繊維をエアー
分散させる装置など特別な装置を用いなくてもよい。
【００３０】
　以下に、図１のパーティクルボードについて製造方法を説明する。
【００３１】
　表層２や芯層３のパーティクルとなる植物系材料の小片化は、例えば、上記した破砕機
や切削機が用いられる。表層２を構成するパーティクルとしては、好ましく平均長さ３～
８ｍｍのものを用いることができる。芯層３を構成するパーティクルとしては、表層２の
パーティクルよりも平均長さが長いものを用いることができる。このようなパーティクル
を用いて製造されるパーティクルボード１は、表層２は緻密になり、芯層３は粗になる。
そのため表面の平滑性を高めることができ、さらに全体の密度を低くし、かつ曲げ強さを
高めることができる。
【００３２】
　長繊維の植物系繊維の切断は、例えば、図２の切断機５が用いられる。これによって、
植物系繊維４の剛直な部分とパーティクルとの接着性が強化され、パーティクルボード１
の強度や吸放湿による寸法変動の抑制効果をさらに高めることができる。
【００３３】
　小片及び植物系繊維４の乾燥は、熱圧成形時におけるパンクを抑制するために有効な工
程である。
【００３４】
　接着剤の添加は、パーティクルと植物系繊維４を攪拌した状態で行うことができる。例
えば、ドラムブレンダーの中でパーティクルと植物系繊維４とを攪拌しながら接着剤を散
布する。ここで、植物系繊維４は、表層２のパーティクルに対して１０重量％以上３０重
量％以下となるように混合することが望ましい。これによって、パーティクルに対して植
物系繊維４の均一な分散を容易に実現することができ、吸放湿による寸法変動の抑制効果
をより向上させることができる。また、接着剤は、パーティクルに対して５重量％以上３
０重量％以下の範囲内となるように添加することが望ましい。これによって、パーティク
ル同士、パーティクルと植物系繊維４、植物系繊維４同士を効果的に接着させることがで
きる。
【００３５】
　接着剤散布後もパーティクル同士をすり合わせるようにして攪拌する。植物系繊維４は
、パーティクルに対して所定の長さを有しているので、ダマ状態となることが抑えられる
。このようにして、パーティクルと植物系繊維４と接着剤とを混合した表層形成用混合物
が調製される。この表層形成用混合物はパーティクルボード１の表層２を形成するもので
ある。表層形成用混合物では、植物系繊維４が均一に分散されている。
【００３６】
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　パーティクルボード１の芯層３を形成する、パーティクルと接着剤とを混合した芯層形
成用混合物も、植物系繊維４を混合しないこと以外は表層形成用混合物と同様にして調製
される。
【００３７】
　表層形成用混合物や芯層形成用混合物には、本発明の効果を損なわない範囲内において
、撥水剤や硫化アンモニウムをはじめ他の添加剤を配合することができる。
【００３８】
　メッシュ通過工程では、調製された表層形成用混合物を、所定の目開きを有したメッシ
ュに通過させる。この工程は、植物系繊維４の分散状態をより均一化するために有効であ
り、必要に応じて行うことができる。この工程によって、植物系繊維４同士の微細な凝集
体を解繊するなどして凝集体を除去したり低減したりすることができる。最終的に得られ
るパーティクルボード１内部に凝集体が存在すると、凝集体を含む部分は周辺部よりも接
着性が弱い弱体部となる。このようなパーティクルボード１が吸水した場合には、その弱
体部に起因して局部的な膨れが発生することがある。また、吸放湿に対する寸法安定性に
影響を与えることがある。よって、表層形成用混合物中の凝集体をできるだけ低減するこ
とによって、パーティクルボード１が吸水した際の局部的な膨れの発生を抑えることがで
きる。また、吸放湿に対する寸法安定性を向上させることができる。
【００３９】
　メッシュには、表裏に貫通する多数の開口部が形成されている。開口部の形状として、
例えば、円孔（円形目）、角孔（正方目）を挙げることができるが、特に限定されるもの
ではない。一例として、図３にメッシュの要部の模式図を示す。図３（ａ）が円孔１１を
有するメッシュ１０であり、図３（ｂ）が角孔１２を有するメッシュ１０である。開口部
の内寸が目開きである。図３（ａ）のメッシュ１０では、円孔１１の直径Ｐが目開きであ
り、図３（ｂ）のメッシュ１０では、角孔１２の一辺の長さＱが目開きである。
【００４０】
　表層形成用混合物中のパーティクルと植物系繊維４との分級分離を抑制し、微小な凝集
体を効果的に除去したり低減するという観点から、表層２のパーティクルの平均長さに対
して０．７５倍以上２．０倍以下の目開きのメッシュ１０を用いることが望ましい。なお
、メッシュ１０の開口部の形状の相違による本効果への影響は小さい。
【００４１】
　メッシュ１０の材質としては、ステンレス、亜鉛、銅、真鍮、鉄等の金属素材や、ナイ
ロン等の合成樹脂素材を挙げることができるが、特に限定されるものではない。また、形
状としては、網状のもの、パンチングメタル等を挙げることができるが、特に限定される
ものではない。
【００４２】
　表層形成用混合物をメッシュ１０に通過させる方式としては、表層形成用混合物の自重
で分級する方式でもよいが、外部からの負荷によって強制的に分級する方式の方が、パー
ティクルと植物系繊維４の分散状態を保持しやすいために好ましい。強制的に分級する方
式の装置の具体例としては、例えば、振動ふるい、面内ふるい、遠心力分散ふるい等のふ
るい機や、解砕機、粉砕機等が挙げられる。なかでも遠心力分散ふるいは、処理後の混合
物の分散状態が良好であり、また、処理速度が速いので好適である。
【００４３】
　マット成形では、表層形成用混合物を成形ベルト上に積層し、次に芯層形成用混合物を
その上に積層し、その後、別の表層形成用混合物をその上に積層することでマットを得る
ことができる。
【００４４】
　こうして得られたマットは、室温等において予備圧縮することが好ましい。成形台やス
チールベルト等への積層前または積層後に目的とするパーティクルボード１の形状を考慮
して予備圧縮し、その後に熱圧成形することで、パーティクルボード１の品質を安定させ
ることができる。
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【００４５】
　このようにしてマットを形成した後、板状に熱圧成形する。このときの熱圧条件（含水
率、温度、圧締圧、時間等）はパーティクルボード１の特性、例えば表面状態、曲げ強さ
等を決める要因となり得る。
【００４６】
　熱圧成形時の熱盤またはスチールベルトの表面温度と圧力は、接着剤の種類等によるが
、例えば表面温度１８０～２２０℃、圧力３～５ＭＰａとすることができる。熱圧成形の
プレス方式は、スチールベルトを用いる連続プレスや、バッチ式の多段プレス、一段プレ
ス等の平面プレス等を挙げることができる。なかでも、生産性を考慮すると、連続プレス
が好ましい。
【００４７】
　その後、トリミング、サンダーによる表面仕上げ等の仕上げ工程を経て、目的のパーテ
ィクルボード１を製造することができる。パーティクルボード１は、表層２に細かなパー
ティクルが用いられており、芯層３により大きなパーティクルが用いられている。このた
め、全体の密度を低くし、かつ曲げ強さを高めることができる。また、表面平滑性を高め
ることができる。さらにまた、表層２以外の層（芯層３）に植物系繊維を混合しなくても
、吸放湿による寸法変動の抑制効果を有効に得ることができるので、寸法安定性が良好な
パーティクルボード１を安価に製造することができる。
【００４８】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記の実施形態に何ら限定され
るものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内において各種の変更が可能である。例えば
、パーティクルボードが多層構造の場合、表層以外の層にも植物系繊維を混合することが
できる。この場合、表層以外の層の植物系繊維の平均繊維長は、その層のパーティクルの
平均長さに対して０．３倍以上３．０倍以下とすることができる。これによって、パーテ
ィクルボードの強度や吸放湿による寸法変動の抑制効果をさらに高めることができる。ま
た、植物系繊維とパーティクルの攪拌を、水中に分散して混合して行い、混合物をすき上
げることによりマット状に形成することも可能である。この場合、水中に接着剤をも分散
または溶解させておき供給する。
【００４９】
　以下、実施例により本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら
限定されるものではない。
【実施例】
【００５０】
　以下の手順で３層構造のパーティクルボードを製造した。
　木材（建築用廃材の解体材）を平均長さ３．５ｍｍに加工したパーティクルと、ジュー
トを表１－２に示す切断方式で表１－２に示す長さに切断した植物系繊維とをブレンダー
にて攪拌しながら接着剤を散布した。接着剤散布後もパーティクル同士をすり合わせるよ
うにして攪拌して、表層形成用混合物を調製した。
【００５１】
　植物系繊維は、表層のパーティクルに対して表１－２に示す割合で使用した。接着剤は
、表１－２に示すものを表層のパーティクルに対して表１－２に示す割合で使用した。な
お、フェノール樹脂接着剤は分子量５００以下の含浸性が良いタイプを用いた。
　表１－２に示される植物繊維の切断方式としての「一対の切断刃」を用いる方式とは、
図２に示されるような切断機５の一対の切断刃６，９に繊維束を挟んで所定の長さに切断
する方式を指す。「解繊機」を用いる方式とは、繊維束を引きちぎるようにして所定の長
さとする方式を指す。
【００５２】
　また、木材（建築用廃材の解体材）を平均長さ１２ｍｍに加工したパーティクルをブレ
ンダーにて攪拌しながら接着剤を散布し、接着剤散布後もパーティクル同士をすり合わせ
るようにして攪拌して、芯層形成用混合物を調製した。接着剤は、対応する表層形成用混
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【００５３】
　パーティクルボードが表層：芯層：表層＝２５：５０：２５の重量比からなる３層構造
となるように、表層形成用混合物の半分量をベルトに積層し、その上に芯層形成用混合物
を積層し、さらにその上に表層形成用混合物の残りの半分量を積層して３層構成物を得た
。この３層構成物を、２００℃、３ＭＰａ、５分間の条件で熱圧成形して、縦横３００×
３００ｍｍ、厚み１２ｍｍのパーティクルボードを得た。
【００５４】
　調製した表層形成用混合物について、均一混合性を評価した。判定基準は以下の通りで
ある。なお、ダマの発生の有無は目視で確認した。
　パーティクルボードの製造が不可となるダマの発生無し：○（合格）
　パーティクルボードの製造が不可となるダマの発生有り：×（不合格）
【００５５】
　また、得られたパーティクルボードについて、寸法変化率を測定し、吸放湿による寸法
変動性を評価した。寸法変化率は、４０℃、９０％ ＲＨ環境で恒量になった後、４０℃
、３０％ ＲＨ環境で恒量になるまでに変動した寸法の変化率である。同条件による合板
の寸法変化率は０．２％である。また、同条件による従来のパーティクルボード（植物系
繊維を使用しないパーティクルボード：比較例３）の寸法変化率は０．４０％である。こ
れら合板及び従来のパーティクルボードの寸法変化率に基づいて、パーティクルボードの
寸法変化率が０．２５％以下であれば、吸放湿による寸法変動性が合板と同程度であると
評価して「◎」とした。寸法変化率が０．２５％より大きく０．３５％以下であれば、合
板よりやや劣るものの従来のパーティクルボードよりは良好であると評価して「○」とし
た。寸法変化率が０．３５％より大きい場合には、従来のパーティクルボードと同程度で
あると評価して「×」とした。
【００５６】
　以上の結果を表１－２に示す。
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【表２】

【００５７】
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　実施例１－９の製造条件で製造したパーティクルボードは、いずれも吸放湿による寸法
変動性が合板よりも良好であり、吸放湿による寸法の伸び縮みが小さいことが確認できた
。また、パーティクルボードの表面を目視で観察すると、いずれも表面平滑性が良好であ
ることが確認できた。
【００５８】
　表層のパーティクルの平均長さに対して１．０倍以上２．０倍以下の植物系繊維を使用
することで、得られたパーティクルボードの吸放湿による寸法変動性がより良好となるこ
とが確認できた（実施例１－３の対比）。
【００５９】
　表層のパーティクルに対して１０重量％以上３０重量％以下となるように植物系繊維を
用いることで、得られたパーティクルボードの吸放湿による寸法変動性がより良好となる
ことが確認できた（実施例２，４－６の対比）。
【００６０】
　接着剤としてイソシアネート樹脂接着剤又はフェノール樹脂接着剤を用いることで、得
られたパーティクルボードの吸放湿による寸法変動性がより良好となることが確認できた
（実施例４，７，９の対比）。また、メラミン樹脂接着剤を併用することで、吸放湿によ
る寸法変動性がさらに良好となることが確認できた。
【００６１】
　植物系繊維の切断方式として一対の切断刃を用いる方式を採用してこの方式で切断され
た植物系繊維を用いることで、得られたパーティクルボードの吸放湿による寸法変動性が
より良好となることが確認できた（実施例４，８の対比）。
【００６２】
　比較例１は、表層のパーティクルの平均長さに対して０．３倍未満の植物系繊維を使用
している。得られたパーティクルボードの吸放湿による寸法変動性が従来のパーティクル
ボード（比較例３）と同程度であった。比較例２は、表層のパーティクルの平均長さに対
して３．０倍を超える植物系繊維を使用している。この製造条件では、表層形成用混合物
にダマが発生してパーティクルボードを製造することができなかった。
【符号の説明】
【００６３】
１　パーティクルボード
２　表層
４　植物系繊維
６，９　切断刃
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